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三 監 第 ６ ５ 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日 

 

  三 島 市 長  豊 岡 武 士 様 

  三 島 市 議 会 議 長  藤 江 康 儀 様 

   

   

三島市監査委員 今 井 信 義 

 

三島市監査委員 川 原 章 寛 

 

 

定期監査の結果について（報告） 

 

地方自治法第１９９条第４項の規定により、令和５年度定期監査（第５号）を 

実施したので、その結果を同条第９項の規定により次のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 監査の対象 

都市基盤部  都市整備課、土木課、水道課、下水道課、生活排水対策室 

監査委員事務局 

  

２ 監査の期間 

令和６年１月１９日から令和６年２月８日まで 

 

３ 監査の方法 

監査対象部課等において執行された事務事業について、あらかじめ提出された監査資

料に基づき審査するとともに事情聴取を行った。 

なお、委託料の支出事務を各課の主眼項目とした。 

 

４ 監査の範囲 

令和５年４月１日から令和５年１２月３１日までの財務に関する事務の執行及び経営

に係る事業の管理を監査した。 

 

５ 監査結果 

監査を実施した範囲については、関係法令等に準拠しており、適正に処理されている

ものと認めた。 

当該監査結果における指摘事項及び意見・要望は、次のとおりである。 
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(1) 共通事項 

【指摘事項】 

【意見・要望】随意契約における契約額の妥当性の検証について 

今回の定期監査の主眼項目である委託業務においては、事務の処理を受託

者に委ねる業務であるため、具体的に価格のみの競争入札が実施できるよう

な設計書を作成することは難しいことから、一部の設計書の作成が可能な業

務を除いて随意契約による契約が多く見られた。 

随意契約については、競争入札に付する手続を省略することができ、また

特定の資産、信用、能力等のある者を選ぶことができること等が長所である

一方、業者の選定が一部の者に偏すること、また不利な条件で契約を締結す

るおそれがあること等の短所がある。 

中でも契約の性質又は目的により相手方を特定せざるを得ない、一者のみ

との随意契約においては、業者から提出された見積額をそのまま予定価格と

して採用していることから、適正な見積額であるかを他の業者と比較するこ

とが出来ず、契約額が著しく高額となる可能性もある。 

過去の同種業務の契約実績、市場価格、他課及び他市町における同種業務

の契約金額等の情報を可能な限り収集し、随意契約による場合においても競

争入札に準じて、市場の競争性及び経済性を考慮した適正な契約額となるよ

う検証されたい。 

 

(2) 個別事項 

 ア 都市整備課 

【指摘事項】 なし 

【意見・要望】谷田幸原線建設事業の次期工区について 

谷田幸原線建設事業の次期工区である徳倉第2工区は、事業認可を取得し、

用地取得に向け権利者と調整を行っている一方で、本事業は社会資本整備総

合交付金が重点配分される要件を満たさなくなり、財源の確保が懸念される。

今後も国の動向に留意し、土地開発公社による用地先行取得を活用しながら、

迅速かつ効率的な事業執行に取り組まれたい。 

 

イ 土木課 

【指摘事項】 なし 

【意見・要望】効率的な事業執行について 

老朽化した道路ストックの長寿命化計画を図る中で、限られた財源の中で

少しでも多くのインフラを維持していくための有効な手段である予防保全

型での実施により、コストの縮減や平準化を図るよう努めているところであ

る。引き続き、主要幹線道路については重点化を図り、社会資本整備総合交

付金等の確保に努めるとともに、限られた予算の中で緊急性を考慮した効率

的な対応をされたい。 
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ウ 水道課 

【指摘事項】 なし 

【意見・要望】 

(ｱ)実効性のある計画の推進について 

動力費などの物価高騰等により、年々管路更新については距離が減少して

おり、水道水の安定供給に支障が生じる恐れがあることから、令和６年度か

ら新たに策定される「三島市水道ビジョン及び水道事業経営戦略」に基づく

各施策を着実に実施し、実効性のある PDCA サイクルを構築されたい。 

(ｲ)水道料金未収金の債権管理について 

本年度から水道料金未収金の一部についての回収業務が弁護士法人に委

託されたことにより、回収困難な債権について一定の効果が見られた。 

また、委託料の算定を成功報酬型とすることで、合理的で効率的な回収コ

ストとなっている。今後も利用者負担の公平性の観点から、適正な債権管理

となるよう努められたい。 

 

エ 下水道課 

【指摘事項】 なし 

【意見・要望】持続的な下水道事業に係るコスト分析について 

老朽化した下水道管の布設替え工事について、下水道ストックマネジメン

ト計画に基づき、有収率の改善に向けてコスト面を考慮しながら計画的に進

められたい。 

佐野見晴台の公共下水道への切り替えについて、多額の整備費用が掛かる

ことが予想されるため、受益者分担金と将来の下水道使用料の収益により採

算がとれるか分析を行い、持続的な下水道機能を確保するための経営戦略を

立てられたい。 

 

オ 生活排水対策室 

【指摘事項】 なし 

【意見・要望】雨水ポンプ場・樋門の改築工事について 

雨水ポンプ場・樋門の改築工事について、緊急自然災害防止対策事業債を

有効活用しながら計画的に進められたい。 

 

カ 監査委員事務局 

【指摘事項】 なし 

【意見・要望】なし 

 

 

 


